
資料３ 
 

平成２３年度の三重県教育改革推進会議について（案） 
 
１ 審議内容 

三重県教育ビジョンにおける３２の施策のなかで社会情勢等の変化を踏ま
えて、特に重要な課題を取り上げる。 

（１）「学力の向上」にかかる具体的方策について 
学力は子どもたちの自立のための基盤であり、学力向上のために具体的

方策を充実する必要がある。 
（２）「キャリア教育の充実」にかかる具体的方策について 

子どもたちの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度
を育てるために、キャリア教育を一層充実する必要がある。 

また、キャリア教育を充実させる観点から、県立高等学校のあり方につ
いても検討する必要がある。 

（３）「郷土教育の推進」にかかる具体的方策について 
国際人としての資質の育成という視点を併せ持ちながら、郷土への愛着

を育むことにより、郷土の未来を担う人材を育てる必要がある。 
（４）「地域と共に創る学校づくり」にかかる具体的方策について 

教育水準の向上のためには、地域の教育力を活用しながら、学校・家庭・
地域の連携を図ることが必要である。 

 
２ 審議の進め方 
（１）分科会と審議テーマ 
  ①第１分科会 テーマ：「学力の向上」の具体的方策について 
  ②第２分科会 テーマ：「キャリア教育の充実」の具体的方策について 
  ③第３分科会 テーマ：「郷土教育の推進」の具体的方策について 

 
  ※ テーマ「地域と共に創る学校づくり」については、３つの分科会

の中で審議する。 
 
（２）分科会について 

①構成 委員は三分科会のうちのいずれか一つに所属する。 
②座長 分科会には、議長役として座長を置き、分科会に所属する委員の

互選により定める。 
③審議内容の取扱 分科会で審議した結果を、推進会議に報告又は提案す

ることで、さらに審議を深める。 
 
３ 専門家等の招請について 

３分科会には、審議内容に応じて、専門的見地や新しい視点から専門家等
を招請することができる。 

  


